
 ～やっぱりお金ってかかるんでしょうか？ 
  （基本的に）無料です。  本事業を利用する方は、よりそい弁護士制度に関する活動

については、費用を負担する必要はありません。 弁護士や社会福祉士等への相談費用

や支援活動費は東京弁護士会が支払います。 ただし、弁護士等への支払いは、最大１５

万円までです。基本的にその金額を超えると、支援は終了します。  

 【注意】よりそい弁護士制度の支援活動以外の債務整理、離婚、養育費の支払い、相続

等を弁護士に依頼する場合は、別途費用がかかります。  資力基準を満たしていれば、

日本司法支援センター（法テラス）を利用して弁護士費用を立て替えてもらうことができ

ます。まずは、弁護士に相談をしてみてください。 
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制度利用の流れ （相談編） 

専用書式で申込 

（FAXでもOK） 

弁護士会で受付 相談の実施 

制度利用の流れ （支援編） 

相談を担当した弁護士が

「支援の必要あり」と判断 

専用書式で申込 

（FAXでもOK） 

元弁護人等や収容中の施設の

職員、更生保護関係の自治体職

員など（事情を熟知している人） 

弁護士会で受付 
支援の開始 

申込者 

本人、元弁護人等や収容中の施設の職

員、更生保護関係の自治体職員、家族等 

申込者 


